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重要取組シート 

取組項目 障害者・児のサポート（児童発達支援センターのあり方検討） 

現状・課題 

・障害者の高齢化、重度化 

・重度障害者の暮らしの場の確保 

・医療的ケアを必要とする方への支援体制 

取 組 の 

内  容 

・暮らしの場の整備 

  在宅での支援が困難な重度障害者を受け入れるグループホームを増やす。 

  （第 6期堺市障害福祉計画における令和 5年度利用者数見込 1,119人／月、 

   令和 4年度上半期実績 1,160人／月） 

  介護者の緊急時における相談や受入れ等として、短期入所事業所の機能を強化 

    する。 

・児童発達支援センターのあり方検討 

  児童福祉法の改正に基づく令和 6年度からの児童発達支援センターの一元化 

   （医療型・福祉型）及びセンターを取り巻く状況の変化を踏まえ、今後の運営の 

    あり方を検討する。 

また検討結果を反映し、令和 6年 4月からの次期指定管理者選定を実施する。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7月） 

 【暮らしの場の整備】 

□ 次年度施設整備方針の検討（6月） 

□ 緊急時における短期入所の受入れ機能強化について、事業所等との調整（7月） 

 【児童発達支援センターのあり方検討】 

□ センターの一元化（医療型・福祉型）を踏まえた運営のあり方の検討及び指定

管理者選定における業務仕様書等への反映（5月） 

□ 指定管理者選定に係る庁内関係部局との調整（5月） 

□ 第 1回指定管理者選定委員会（6月） 

中期 

（～11月） 

 【暮らしの場の整備】 

□ 整備方針に基づく意向調査の実施（11月） 

□ 緊急時における短期入所の受入れ拡充についての方針の決定及び予算要求への

反映（11月） 

 【児童発達支援センターのあり方検討】 

□ 令和 6年度入園申込に向けた調整と案内書類等作成（8～9月） 

□ 第 2回指定管理者選定委員会（10月） 

□ 第 4回市議会への指定管理者選定議案の提出（11月） 

後期 

（～3月） 

 【暮らしの場の整備】 

□ 施設整備審査会（1～2月） 

 【児童発達支援センターのあり方検討】 

□ 契約等に係る次期指定管理者との調整（1～3月） 

□ 令和 6年度クラス運営の最終調整（2～3月） 

次年度 

以降 

 【暮らしの場の整備】 

□ 国庫補助の内示後、工事着手（令和 7年 3月末までに工事完了） 

□ 緊急時の短期入所事業の受入れに係る検証と改善の検討 
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 【児童発達支援センターの指定管理】 

□ こどもリハビリテーションセンターの今後の在り方について引き続き検討 

進
捗
の
状
況 

前期 

（～7月） 

【暮らしの場の整備】 

□ 次年度施設整備方針の検討（7月） 

□ 緊急時における短期入所の受入れ機能強化について、事業所とともに対象者拡

充に向けた検討（7月） 

 【児童発達支援センターのあり方検討】 

□ センターの一元化（医療型・福祉型）を踏まえた運営のあり方の検討及び指定

管理者選定における業務仕様書等への反映（4～7月） 

□ 指定管理者選定に係る庁内関係部局との調整（4～7月） 

中期 

（～11月） 

【暮らしの場の整備】 

□ 整備方針に基づく意向調査の実施（11月） 

□ 緊急時における短期入所の受入れ拡充についての検討の継続及び予算要求への

反映（8～11月） 

 【児童発達支援センターのあり方検討】 

□ 引き続き、指定管理者選定に係る業務仕様書等の作成及び庁内関係部局との調

整（8月） 

□ 令和 6年度入園申込に向けた調整と案内書類等作成（8～9月） 

□ 第 1回指定管理者選定委員会（9月） 

□ 第 2回指定管理者選定委員会（11月） 

□ 第 5回市議会への指定管理者選定議案の提出（11月） 

後期 

（～3月） 
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該当する 

施策 
2－（5）障害者が生きがいを持って心豊かに暮らせる社会の実現 

寄与する 

KPI 
福祉施設から一般就労への移行者数 

目標値（2025年度） 
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最も貢献する 

SDGsのゴール 

ゴール番号 
すべての人に健康と福祉を 

3 

寄与する 

KPI 
－ 

目標値（2023年度） 

－ 

 


